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４．そ の 他 
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諮問第５号 

久留米・うきは工業用地における景観形成基準の包括的取扱いについて 

 

１． 諮問理由 

現在、福岡県・久留米市・うきは市により久留米・うきは工業用地造成事業が進められて

おり、地域の活性化や雇用の創出につながる重要な事業と位置づけています。 

一方、久留米市景観計画では、届出対象規模以上の建築行為については、色彩や高さ等の

景観形成基準を満たす必要があり、東部田園地域では、｢JR 久大本線から耳納連山の眺望を

阻害しない高さに努める｣ことが難しい場合は、その都度、本景観審議会に諮り“良好な眺

望を保全する措置”について認められることを条件としています。 

   今回整備される工業用地は、JR 久大本線の線路沿いに街区があり、今後、JR 久大本線に

近接して企業が立地することが想定されるため、久留米市の所管部局より予め“良好な眺望

を保全する措置”について提案がありましたので、その内容について包括的取扱いとして頂

きたく、景観審議会に諮問するものです。 

 

２． 事業概要 

    事 業 主 体：福岡県企業局（共同事業者：久留米市、うきは市） 

  事 業 場 所：久留米市田主丸町、うきは市吉井町 

  造 成 面 積：約３３ha（久留米市約２１ha、うきは市約１２ha） 

事 業 期 間：平成２８～３１年度（予定） 

分 譲 期 間：平成３０年度～（予定） 

 

３． 事業場所にかかる景観基準 

 久留米市 うきは市 

景観計画 久留米市景観計画 

（平成 23 年 4 月 1 日施行） 

うきは市景観計画 

（平成 24 年 4 月 1 日施行） 

 地域区分 東部田園地域 平野部 

届出対象規模 

（建築物） 

延 床 面 積 500 ㎡ 以 上 又 は   

高さ 10ｍ以上 

延 床 面 積 500 ㎡ 以 上 又 は   

高さ 10ｍを超えるもの 

景観形成基準 

（色彩） 

あり あり 

景観形成基準 

（高さ） 

あり（原則１２ｍを超えない） なし 

 

 １ 



■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

現場写真① 

久留米市 

うきは市 

1/12,500 

計画地 

吉本工業団地 

市境 

JR 久大本線 

国道 210 号 

凡例 

現場写真② 

① ② 

計画地 

２ 



４． 工業用地にかかる景観形成基準 

   久留米市景観計画で定める、高さに関する景観形成基準は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高さ検討フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低層のまちなみから突出した高さとならないよう配慮すること。 

【耳納連山山辺地域・東部田園地域・西部田園地域】 

筑後川堤防道路から筑後川と耳納連山が一体となった眺望を阻害しない高さに努め 

ること。JR 久大本線から耳納連山の眺望を阻害しない高さに努めること。 

【耳納連山山辺地域・東部田園地域】 

３ 

 

ＳＴＥＰ１ : 自然・田園部（耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域）においては、

低層のまちなみから突出した高さとならないように、原則、高さ 12ｍを超えな

いこととする。 

ＳＴＥＰ２ : 視点場から耳納連山の眺望を確保する範囲内（高良山から鷹取山）の建築物・

工作物の高さは、背景となる耳納連山の標高 100ｍ以上の山の緑を遮らないよ

う、視点場と標高 100ｍの地点を結ぶラインを超えないこととする。 

視点場 ： 東部田園地域の筑後川右岸堤防  ＪＲ久大本線の車窓 

ＳＴＥＰ３ : 景観審議会で協議                           

色彩や緑化により眺望を保全する措置を行い、良好な眺望を阻害しないものと

して景観審議会で認められたものについては、適合通知を交付する。 

１２ｍを超える場合 

東部田園地域 

耳納連山山辺地域 

ＳＴＥＰ２の高さ基準を超える場合 



番号 企業名 立地面積(㎡) 高さ（ｍ） 用途 確認申請年

1 工場Ａ 13,526 17.00 工場 H２７年

2 工場Ｂ 4,120 8.20 工場 H１７年

3 工場Ｃ 2,380 12.80 工場 H１８年

4 工場Ｄ 42,195 15.70 工場 H１９年

5 工場Ｅ 19,377 11.70 工場 H１２年以前

6 工場Ｆ 14,652 14.95 工場 H１２年以前

7 工場Ｇ 28,410 8.36 工場 H１９年

8 工場Ｈ 工場Ｇ内 - 工場 H２０年

9 工場Ｉ 26,475 12.57 工場 H１２年以前

10 工場Ｊ 20,493 11.35 工場 H１２年以前

11 工場Ｋ 工場Ｊ内 9.35 工場 H１２年以前

12 工場Ｌ 15,971 11.50 工場 H１２年以前

13 工場Ｍ 工場Ｎ内 10.65 工場 H２６年

14 工場Ｎ 173,846 11.05 工場 H１９年、H２４年

15 工場Ｏ 工場Ｎ内 16.24 工場 H２５年、H２６年

５． “良好な眺望を保全する措置”の検討 

① 計画地に隣接する吉本工業団地の現状 

計画地に隣接する吉本工業団地内では、高さ８ｍ～１７ｍの工場が並び、うち６社が高

さ１２ｍ以上の工場を建築している。そのうち、久留米市景観計画施行後にＪＲ久大本線

南側の街区で建築された番号１５の工場は、ＪＲ久大本線から離隔もあり、眺望ラインを

超えない高さに抑えて建築している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

吉本工業団地位置図 



② 車窓からの眺望の現状 

JR 久大本線の車窓からの眺望は、線路に近接して工場が建っている場合、高さ１２ｍ以

下の建物であっても、耳納連山が見えないことに加え、圧迫感を感じるようになる。良好

な眺望を保全する措置として、建物の圧迫感を抑える対策が必要と考えられる。 

また眺望線を越える建物であっても、線路と建物に離隔があり、その間に緑地空間を設

けられている時は、良好な景観を資していると考えられる。 
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既存工場ア 
既存工場イ 

既存工場ア 

既存工場イ 



６． 包括的取扱い基準（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 筑後川右岸の堤防道路からの眺望線を計算すると、工業用地内では高さ約 45～50ｍまで建築

可能となる。既存の工業団地内の建物の最高高さが約 30ｍであり、45～50ｍ規模の建物が建

つことは想定しにくく、また直線距離が約 4km 離れていることから、眺望への影響は無いと

考えられる。 

※ 工場立地法の規定により、企業には敷地面積の 20％以上の緑地を確保する必要があるため、

より良好な景観に配慮される。

久留米・うきは工業用地のJR久大本線より南側の街区については、車窓からの眺望に

おける建物の圧迫感・威圧感を軽減し、良好な景観に資するため、線路側に一定の緑地

等の空間を配置すること。 

６ 



 

久留米シティプラザ周辺のシンボルロード整備について 

 

１．シンボルロードとは 

本市では、ＪＲ久留米駅と西鉄久留米駅までの通りを、「くるめシンボルロード」と位置

付け、来街者が楽しみながら安全・快適に回遊できるよう、計画的な修景整備や交通施設

整備を推進しています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 久留米シティプラザ周辺で実施した主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項  

①自動車走行レーン改善 

   自動車などの安全で円滑な走行を確保するため、明治通りの自動車走行レーンを改善 

②バス停及びタクシー上屋整備 

 まちなかの公共交通の利便性向上を図るため、バス停及びタクシー上屋を整備 

③バスロケーションシステム表示機の設置 

 バスの運行状況に関する情報提供の充実のため、バスロケーションシステム表示機を設置 

④歩道用照明整備 

 歩行者や自転車の夜間の安全を確保するため、歩道用照明を整備 

⑤緑化拠点整備 

 快適に歩いて暮らせるまちを実現するための緑化整備 

⑥自転車走行空間整備 

 歩行者と自転車の移動空間を分離し、安全を確保するため、自転車走行空間を整備 

⑦久留米シティプラザ周辺の歩行空間整備 

 久留米シティプラザ周辺において、安全・安心で快適に回遊できる歩行空間を整備 

７ 



３.シティプラザ周辺整備完了状況 

 

 

④ 歩 道 用 照 明 整 備  

② バ ス 停 上 屋 整 備  

⑥ 自 転 車 走 行 空 間 整 備  

② タ ク シ ー 上 屋 整 備  

本 町  

え び す 橋  

六 ツ 門  

NTT 前  

日 吉 町  

⑦ 歩 行 空 間 整 備  

③ ﾊﾞｽﾛｹ表 示 機 の 設 置  ① 自 動 車 走 行 レ ー ン の 改 善  ⑤ 緑 化 拠 点 整 備  

久 留 米 シ テ ィ プ ラ ザ  

８  


